
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　前記判断回路は、外部から入力される参照信号と前記受信データとについて、Ｈｉ期間
またはＬｏ期間の平均時間を比較することによって、前記判断を行うものである
ことを特徴とするデータ幅補正装置。
【請求項２】
　 において、
　前記参照信号は、前記差動信号と周波数が実質的に同一のクロック信号であり、
　前記判断回路は、前記差動信号がクロック信号パターンである所定期間内において、前
記判断を行うものである
ことを特徴とするデータ幅補正装置。
【請求項３】
　 において、
　前記参照信号は、前記受信データを、前記差動信号と周波数が実質的に同一のクロック
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外部から差動信号を受け、この差動信号を単一の受信データに変換して出力する入力回
路と、

前記受信データについて、そのＨｉ期間またはＬｏ期間が適切か否かを判断する判断回
路と、

前記判断回路による判断結果に基づいて、前記受信データのデューティを、そのＨｉ期
間またはＬｏ期間が適切になるように調整する調整回路とを備え、

請求項１

請求項１



信号によってラッチして得たラッチ信号である
ことを特徴とするデータ幅補正装置。
【請求項４】
　 において、
　前記差動信号と、前記クロック信号との周波数の差を検知する周波数検知回路を備え、
　前記判断回路は、前記周波数検知回路によって検知された周波数差が所定量を超えると
き、前記判断を停止するものである
ことを特徴とするデータ幅補正装置。
【請求項５】
　 において、
　所定期間内において、前記受信データが遷移する回数を検出する遷移検出回路を備え、
　前記判断回路は、前記遷移検出回路によって検出された遷移回数が所定数を下回るとき
、前記判断を停止するものである
ことを特徴とするデータ幅補正装置。
【請求項６】
　 において、
　前記判断回路は、
　前記参照信号と前記受信データとの、Ｈｉ期間およびＬｏ期間の平均時間の大小関係を
それぞれ求める第１および第２の比較部を有し、前記第１および第２の比較部によって求
められた大小関係が互いに一致するとき、前記判断を停止し、前記調整回路の設定を保持
するものである
ことを特徴とするデータ幅補正装置。
【請求項７】
　 において、
　前記判断回路は、その判断結果をデジタル値で出力するように構成されている
ことを特徴とするデータ幅補正装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、外部からの入力データを受信したとき、その受信データのデータ幅が適切と
なるよう補正するデータ幅補正装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　図１０は従来のデータ幅補正装置の構成の一例を示す図である（特開２０００－１８３
７３１号公報に開示）。この装置において、データ幅の補正は、デューティ補償回路５１
によって行われる。このデューティ補償回路５１は、受けた差動のデータをそれぞれ参照
電位と比較し、“０”“１”の論理を順次出力するスライス増幅器ＳＡＭＰと、この増幅
器ＳＡＭＰから出力された相補信号の時間平均をそれぞれ求める平均値検出回路ＡＶＤ１
，ＡＶＤ２と、これら平均値検出回路ＡＶＤ１，ＡＶＤ２からの平均値信号を比較して、
スライス増幅器ＳＡＭＰの参照電位を変化させる差動アンプＤＡＭＰとを備えている。
【０００３】
　波形の立ち上がりおよび立ち下がり時間を無視できないような高速信号において、デュ
ーティずれは図１１（ａ）～（ｃ）に示すようなクロスポイントずれとして表われる。こ
のような信号に対しては、クロスポイントの電圧を中心にスライス増幅することによって
、デューティを１００％に戻すことが可能である。
【０００４】
　すなわち、デューティ補償回路５１において、平均値検出回路ＡＶＤ１，ＡＶＤ２でス
ライス増幅器ＳＡＭＰの正転出力および反転出力の平均値を求め、これら平均値が一致す
るようにスライスの中心電圧をフィードバック制御することにより、両者からデューティ
１００％の信号を出力できる。すなわち、差動アンプＤＡＭＰで正転出力および反転出力
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請求項２または３

請求項１

請求項１

請求項１～６のいずれか１項



の平均値の差を求め、この差をスライスアンプＳＡＭＰのスライス電圧として設定すれば
、デューティ補償回路５１から出力されるデータ信号のデューティを１００％に近づける
ことができる。
【０００５】
【解決しようとする課題】
　しかしながら、上述したデューティ補償回路５１は、参照電位をクロスポイントに合わ
せることによってデューティ補正を行うものであるので、例えば図１２に示すような、入
力時点でクロスポイントがすでにずれてしまっているようなデータに対しては、デューテ
ィ補正、すなわちデータ幅が適正になるような補正はきわめて困難であった。実際には、
送信側ドライバの特性や伝送経路でのジッタや、受信側ＬＳＩの内部回路のミスマッチ等
に起因して、データ幅の広狭が生じる場合がある。
【０００６】
　前記の問題に鑑み、本発明は、データ幅補正装置として、入力時にクロスポイントがす
でにずれているデータに対しても、そのデータ幅を適正に調整可能にすることを課題とす
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記の課題を解決するために、本発明が具体的に講じた解決手段は、データ幅補正装置
として、外部から差動信号を受け、この差動信号を単一の受信データに変換して出力する
入力回路と、前記受信データについてそのＨｉ期間またはＬｏ期間が適切か否かを判断す
る判断回路と、前記判断回路による判断結果に基づいて、前記受信データのデューティを
そのＨｉ期間またはＬｏ期間が適切になるように調整する調整回路とを備えているもので
ある。

【０００８】
　この発明によると、入力回路から出力された受信データについて、判断回路によって、
そのＨｉ期間またはＬｏ期間が適切か否かが判断される。そして、そのＨＩ期間またはＬ
ｏ期間が適切になるように、調整回路によって、受信データのデューティすなわちデータ
幅が調整される。これにより、調整された受信データのデータ幅は所望のデータ幅に近づ
くので、受信データをラッチする場合のマージンが広がる。すなわち、入力時にクロスポ
イントがすでにずれているデータに対しても、そのデータ幅を適切に調整することが可能
になる。

【０００９】
　なお、データはクロックのように“０”“１”の繰り返しパターンとは限らないので、
本明細書でいうところの「デューティ」は、所望のデータ幅に対する“０”と“１”の幅
のズレのことを指す。
【００１０】
　そして、前記参照信号は前記差動信号と周波数が実質的に同一のクロック信号であり、
前記判断回路は、前記差動信号がクロック信号パターンである所定期間内において前記判
断を行うものとするのが好ましい。
【００１１】
　これにより、受信データのラッチのために用いるクロック信号を、参照信号として用い
ることができる。このため、例えば通信用ＬＳＩでは通常、このようなクロック信号は必
然的に内部で生成されるので、参照信号を別途生成する必要がなくなり、回路構成上、都
合が良い。
【００１２】
　また、前記参照信号は、前記受信データを、前記差動信号と周波数が実質的に同一のク
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そして、前記判断回路は、外部から入力される参照信号と前記受信データとについ
て、Ｈｉ期間またはＬｏ期間の平均時間を比較することによって、前記判断を行うもので
ある。

また、入力データに単発でノイズが乗った場合であっても、時間平均をとること
によって、そのノイズの影響は軽減される。したがって、判断回路における判断が、より
適切に行われる。



ロック信号によってラッチして得たラッチ信号であるのが好ましい。
【００１３】
　これにより、入力される差動信号と周波数が実質的に同一のクロック信号によって受信
データをラッチした場合、そのラッチ信号は、そのクロック信号によりデータ幅が規定さ
れ、所望のデータ幅を持つ。したがって、このラッチ信号を参照信号として用いれば、受
信データのデータ幅を適切に補正することができる。しかもこの場合は、クロック信号パ
ターンを入力させる所定期間を設ける必要がないので、リアルタイムでデータ幅の補正が
可能になる。
【００１４】
　また、前記本発明に係るデータ幅補正装置は、前記差動信号と、前記クロック信号との
周波数の差を検知する周波数検知回路を備えたものとし、前記判断回路は、前記周波数検
知回路によって検知された周波数差が所定量を超えるとき、前記判断を停止するものとす
るのが好ましい。
【００１５】
　これにより、参照信号の周波数が差動信号の周波数に十分近くなったときにデータ幅の
調整が行われるので、データ幅調整のエラーが回避される。
【００１６】
　また、前記本発明に係るデータ幅補正装置は、所定期間内において、前記受信データが
遷移する回数を検出する遷移検出回路を備えたものとし、前記判断回路は、前記遷移検出
回路によって検出された遷移回数が所定数を下回るとき、前記判断を停止するものとする
のが好ましい。
【００１７】
　これにより、受信データの遷移回数が所定数以上のとき、すなわちＨｉ期間またはＬｏ
期間の平均時間を比較することに意味があるときにのみ、データ幅の調整が行われるので
、データ幅調整のエラーが回避される。
【００１８】
　また、前記本発明に係るデータ幅補正装置における判断回路は、前記参照信号と前記受
信データとのＨｉ期間およびＬｏ期間の平均時間の大小関係をそれぞれ求める第１および
第２の比較部を有し、前記第１および第２の比較部によって求められた大小関係が互いに
一致するとき、前記判断を停止し、前記調整回路の設定を保持するものとするのが好まし
い。
【００１９】
　これにより、Ｈｉ期間とＬｏ期間の平均時間の大小関係が互いに一致するときは、すな
わち参照信号と受信データの周波数が異なっていると考えられるので、受信データのデー
タ幅の補正を行わないようにすることによって、データ幅調整のエラーが回避される。
【００２０】
　また、前記本発明に係るデータ幅補正装置における判断回路は、その判断結果をデジタ
ル値で出力するように構成されているのが好ましい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２２】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係るデータ幅補正装置の構成を示す図である。図１に
示すデータ幅補正装置１は、外部から差動信号である入力データＲＤ／ＮＲＤを受けるレ
シーバ１１と、このレシーバ１１からのデータと内部クロックとの周波数と位相を合わせ
るクロックリカバリユニット（ＣＲＵ）１２と、ＣＲＵ１２によって周波数と位相が調整
されたクロックを受け、データラッチ用の単一のラッチクロックＬ－ＣＬＫを出力するク
ロックバッファ１３と、このクロックバッファ１３と基本構成が同一であり、ＣＲＵ１２
が出力したデータから単一の受信データＲ－ＤＡＴＡを出力するデータ調整バッファ１４
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と、受信データＲ－ＤＡＴＡおよび参照信号としてのラッチクロックＬ－ＣＬＫを受けて
、それぞれのＨｉ期間の平均時間を比較するチャージポンプ１５とを備えている。レシー
バ１１、ＣＲＵ１２およびデータ調整バッファ１４によって、入力回路が構成されている
。
【００２３】
　また、Ｄフリップフロップ（ＤＦＦ）１６、遷移検出回路１７および周波数検知回路１
８を備えている。ＤＦＦ１６は受信データＲ－ＤＡＴＡをＤ入力とするとともに、ラッチ
クロックＬ－ＣＬＫをクロック入力として、ラッチデータＬ－ＤＡＴＡを出力する。遷移
検出回路１７および周波数検知回路１８については後述する。
【００２４】
　ＣＲＵ１２は、その内部にクロックを生成するためのＶＣＯ（図示せず）を有している
。そして、ＶＣＯによって生成したクロックとレシーバ１１からのデータとを比較し、ク
ロックの立ち上がりエッジがデータのエッジに合うように、ＶＣＯを制御してクロックの
タイミングを調整する。さらに、生成したクロックをクロックバッファ１３に出力すると
ともに、レシーバ１１からのデータをクロックの半周期だけ遅らせてデータ調整バッファ
１４に出力する。
【００２５】
　ＣＲＵ１２から出力されたクロックとデータは、クロックバッファ１３とデータ調整バ
ッファ１４とにおいて差動から単相にそれぞれ変換され、これにより、受信データＲ－Ｄ
ＡＴＡとラッチクロックＬ－ＣＬＫとが生成される。ラッチクロックＬ－ＣＬＫは入力デ
ータＲＤ／ＮＲＤと周波数が実質的に同一のクロック信号である。受信データＲ－ＤＡＴ
ＡのエッジとラッチクロックＬ－ＣＬＫの立ち上がりエッジとは位相が１８０°異なるの
で、ＤＦＦ１６によってデータラッチが行われ、ラッチデータＬ－ＤＡＴＡが生成される
。
【００２６】
　チャージポンプ１５は、受信データＲ－ＤＡＴＡおよびラッチクロックＬ－ＣＬＫを入
力とし、そのＨｉ期間を比較する。そして、比較結果を基にして、ノードＯＵＴ／ＸＯＵ
Ｔから受信データＲ－ＤＡＴＡのデューティ比を調整するための調整信号を出力する。こ
の調整信号は、データ調整バッファ１４の調整ノードＤＣＣ／ＸＤＣＣに与えられる。す
なわち、判断回路としてのチャージポンプ１５によって、受信データＲ－ＤＡＴＡのＨｉ
期間が適切か否かが判断され、調整回路としてのデータ調整バッファ１４によって、受信
データＲ－ＤＡＴＡのデューティが、そのＨｉ期間が適切になるように調整される。
【００２７】
　図２（ａ）はデータ調整バッファ１４の回路構成例、図２（ｂ）はチャーポンプ１５の
回路構成例である。図２（ａ）に示すように、データ調整バッファ１４は、ＣＲＵ１２か
ら出力されたデータを入力するためのノードＩ／ＸＩと、受信データＲ－ＤＡＴＡを出力
するためのノードＯとの他に、出力する受信データＲ－ＤＡＴＡのデューティを調整する
ための調整ノードＤＣＣ／ＸＤＣＣを有する。調整ノードＤＣＣ／ＸＤＣＣはそれぞれ、
トランジスタＴｒ１，Ｔｒ２のゲートに接続されている。
【００２８】
　一方、図２（ｂ）に示すように、チャージポンプ１５は、互いに電流量が等しいソース
電流源ＣＰ１，ＣＰ２と、互いに電流量が等しいシンク電流源ＣＮ１，ＣＮ２と、出力ノ
ードＯＵＴ／ＸＯＵＴにそれぞれ接続されたキャパシタＣ１，Ｃ２とを備えている。そし
て、ノードＲＥＦＩＮ，ＤＩＮにそれぞれ供給されるラッチクロックＬ－ＣＬＫおよび受
信データＲ－ＤＡＴＡがＨｉの期間に、キャパシタＣ１，Ｃ２から電荷がそれぞれ引き抜
かれ、これによって、受信データＲ－ＤＡＴＡとラッチクロックＬ－ＣＬＫのＨｉ期間の
平均時間が、出力ノードＯＵＴ／ＸＯＵＴの電圧レベルとして出力される。
【００２９】
　図３は本データ幅補正装置の動作の時間経過を概念的に示す図である。本実施形態にお
ける受信データＲ－ＤＡＴＡのデータ幅の補正の動作について、図３に従って説明する。
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【００３０】
　まず図３に示すように、電源投入後に、ＣＲＵ１２のプリロックが開始される。このプ
リロックは、リファレンスクロックＲＥＦＣＬＫに基づいて、ＣＲＵ１２内のＶＣＯの発
振周波数を入力データＲＤ／ＮＲＤの周波数に設定する期間である。すなわち、入力デー
タが例えば１Ｇｂｐｓであるとき、ＣＰＵのクロック出力が１ＧＨｚ±０．５％（例）に
なった状態をリファレンスクロックに基づいて検知する。ロックディテクタを設けて、こ
のロックディテクタで１ＧＨｚ±０．５％（例）になったときを検出し、次の期間に移行
するトリガーとする。
【００３１】
　その後、ＣＲＵ１２のトレーニング期間に移行する。プリロックによって設定されたク
ロック周波数は、入力データに対して数百ｐｐｍ～１％の周波数差を有する。このため、
このトレーニング期間では、入力データのエッジとクロックの立ち上がりエッジとを比較
して、ＶＣＯの発振周波数が入力データＲＤ／ＮＲＤの周波数とぴったり合致するように
、調整を行う。すなわち、このトレーニング期間において、入力データとクロックとの周
波数と位相が実質的に同一になる。この調整は通常１ｍｓ以内には完了するので、内部の
タイマ等によりトレーニング期間を１ｍｓと決めて次の期間に移行するトリガ信号を発信
するようにする。また、このトレーニング期間には、所定のトレーニングパタンが正しく
受信されているか否かが絶えずチェックされている。
【００３２】
　そして、データ幅調整期間に移行する。このデータ幅調整期間では、入力データＲＤ／
ＮＲＤとして、“０”“１”のクロック信号パターンが相手側から送信されるよう予め取
り決めがなされている。したがって、このデータ幅調整期間においては、受信データＲ－
ＤＡＴＡとラッチクロックＬ－ＣＬＫとはともに“０”“１”のクロック信号パターンに
なる。そして、チャージポンプ１５は、受信データＲ－ＤＡＴＡおよびラッチクロックＬ
－ＣＬＫのそれぞれのＨｉ期間の平均時間として、キャパシタＣ１，Ｃ２の端子電圧を出
力ノードＯＵＴ／ＸＯＵＴに出力する。チャージポンプ１５の出力ノードＯＵＴ／ＸＯＵ
Ｔの電圧レベルは、データ調整バッファ１４の調整端子ＤＣＣ／ＸＤＣＣにそれぞれ入力
される。
【００３３】
　そして、受信データＲ－ＤＡＴＡのＨｉ期間の方が長い場合、すなわちノードＯＵＴの
電圧レベルがノードＸＯＵＴの電圧レベルよりも高い場合は、データ調整バッファ１４に
おいて、トランジスタＴｒ２がトランジスタＴｒ１よりも強くＯＮする。このため、受信
データＲ－ＤＡＴＡの立ち下がりエッジが早まることになり、したがって、受信データＲ
－ＤＡＴＡのＨｉ期間が短くなる。一方、受信データＲ－ＤＡＴＡのＨｉ期間がラッチク
ロックＬ－ＣＬＫよりも短い場合、すなわちノードＯＵＴの電圧レベルがノードＸＯＵＴ
の電圧レベルよりも低い場合は、データ調整バッファ１４において、トランジスタＴｒ１
がトランジスタＴｒ２よりも強くＯＮする。このため、受信データＲ－ＤＡＴＡの立ち上
がりエッジが早まることになり、したがって、受信データＲ－ＤＡＴＡのＨｉ期間が長く
なる。
【００３４】
　すなわち、ラッチクロックＬ－ＣＬＫと受信データＲ－ＤＡＴＡのＨｉ期間が等しくな
るようにフィードバックがかかることになり、ラッチクロックＬ－ＣＬＫのデューティ比
が良好である場合は、受信データＲ－ＤＡＴＡのデータ幅はＨｉ，Ｌｏともに等しくなり
、理想形となる。
【００３５】
　その後、実データ・パケットの受信を行うようにする。この実データ・パケットの受信
への移行は、ＬＳＩ内部のタイマで所定時間（ｍｓ）の経過を待って行う。
【００３６】
　以上のように本実施形態によると、受信データのＨｉ期間が適切か否かが判断され、こ
の判断結果によって、受信データのデューティが調整される。このため、入力データのク
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ロスポイントの間隔がずれていても、受信データのデータ幅を適正に調整することができ
る。また、受信データとラッチクロックのＨｉ期間の平均時間を比較することによって、
受信データのＨｉ期間が適切か否かの判断を行うので、たとえ入力データに単発でノイズ
が乗ったとしても、そのノイズは時間平均をとることによって矮小化されるので、より適
切な判断が可能になる。さらに、本データ幅補正回路が搭載される通信用ＬＳＩでは、通
常、ラッチクロックは必ず生成されるものなので、受信データのＨｉ期間が適切か否かの
判断のために、わざわざ生成する必要はない。
【００３７】
　なお、本実施形態では、受信データのＨｉ期間が適切か否かを判断するものとしたが、
受信データとラッチクロックのＬｏ期間の平均時間を比較することによって、受信データ
のＬｏ期間が適切か否かを判断するようにしてもかまわない。また、Ｈｉ期間とＬｏ期間
の両方について、適切か否かを判断するようにしてもかまわない。
【００３８】
　また、本データ幅補正装置１は、受信データＲ－ＤＡＴＡが遷移する回数を検出する遷
移検出回路１７を備えている。ここでは遷移検出回路１７は、受信データＲ－ＤＡＴＡが
１２８サイクル中３２回以上遷移した否かを検出するものとする。そして、出力ＬＯＳと
して、３２回以上の遷移があったときは“０”を、遷移回数が３２回未満であったときは
“１”を出力する。
【００３９】
　さらに、本データ幅補正装置１は、入力データＲＤ／ＮＲＤとラッチクロックＬ－ＣＬ
Ｋとの周波数の差を検知する周波数検知回路１８を備えている。ここでは周波数検知回路
１８は、リファレンスクロックＲＥＦＣＬＫに基づいて、ラッチクロックＬ－ＣＬＫの周
波数と所望周波数との差が１％以内であるか否かを検知する。そして、出力ＬＯＣＫとし
て、周波数差が１％以内のときは“１”を、１％を超えるときは“０”を出力する。
【００４０】
　論理ゲート１９は、遷移検出回路１７の出力ＬＯＳの反転信号と周波数検知回路１８の
出力ＬＯＣＫとを入力とする。そしてその出力信号によって、チャージポンプ１５のシン
ク電流源ＣＮ１，ＣＮ２の動作が制御される。すなわち、遷移回数が１２８サイクル中３
２回以上であり、かつ、周波数差が１％以内であるとき、シンク電流源ＣＮ１，ＣＮ２が
ＯＮになり、受信データＲ－ＤＡＴＡとラッチクロックＬ－ＣＬＫとのＨｉ期間の比較が
行われる。それ以外のときは、シンク電流源ＣＮ１，ＣＮ２がＯＦＦになり、チャージポ
ンプ１５における比較動作は停止される。
【００４１】
　（第２の実施形態）
　図４は本発明の第２の実施形態に係るデータ幅補正装置の構成を示す図である。図４の
構成は図１とほぼ同様であり、共通する構成要素には図１と同一の符号を付しており、こ
こではその詳細な説明を省略する。
【００４２】
　図１の構成と異なるのは、図４のデータ幅補正装置２では、チャージポンプ１５が、ラ
ッチクロックＬ－ＣＬＫの代わりにラッチデータＬ－ＤＡＴＡを参照信号として入力する
点である。すなわち本実施形態では、チャージポンプ１５によって、受信データＲ－ＤＡ
ＴＡとラッチ信号としてのラッチデータＬ－ＤＡＴＡのＨｉ期間の平均時間が比較され、
これによって、受信データＲ－ＤＡＴＡのＨｉ期間が適切か否かが判断される。
【００４３】
　図５は本実施形態に係る各信号の時間変化を示すタイミングチャートである。図５に示
すように、ＣＲＵ１２が、ラッチクロックＬ－ＣＬＫについて、立ち上がりエッジを入力
データＲＤ／ＮＲＤの平均的中央ポイントに合わせるとともに、周波数を受信データＲ－
ＤＡＴＡに一致させた場合、ラッチデータＬ－ＤＡＴＡの信号波形はＨｉ／Ｌｏの幅が同
一の理想形に近いものとなる。
【００４４】
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　そしてこのような場合には、受信データＲ－ＤＡＴＡのＨｉ期間が適切か否かの判断は
、受信データＲ－ＤＡＴＡとラッチデータＬ－ＤＡＴＡのＨｉ期間の平均時間を比較する
ことによって、常時、可能になる。言い換えると、第１の実施形態のように、入力データ
ＲＤ／ＮＲＤとしてクロック信号パターンを送信させるデータ幅調整期間を特別に設けな
くとも、データ幅の補正がリアルタイムで可能になる。
【００４５】
　（第３の実施形態）
　図６は本発明の第３の実施形態に係るデータ幅補正装置の構成を示す図である。図６に
おいて、図１と共通の構成要素には図１と同一の符号を付しており、ここではその詳細な
説明を省略する。図１と対比すると、図６に示すデータ幅調整装置３は、チャージポンプ
１５の代わりに、受信データＲ－ＤＡＴＡとラッチクロックＬ－ＣＬＫのＨｉ期間を比較
し、受信データＲ－ＤＡＴＡのデューティを調整するための信号をデジタル値ＮＡ１－４
，ＮＢ１－４として出力する判断回路としてのコントローラ３０を備えている。また、デ
ータ調整バッファ１４の代わりに、２種類の４ビットデータによって受信データＲ－ＤＡ
ＴＡのデューティを調整可能に構成されたデータ調整バッファ２４を備えている。すなわ
ち、受信データＲ－ＤＡＴＡのデータ幅は、データ調整バッファ２４において、コントロ
ーラ３０からデジタル値によって制御される。
【００４６】
　図７は図６におけるコントローラ３０の構成を示す図、図８は図６におけるデータ調整
バッファ２４の構成を示す図である。
【００４７】
　図７に示すコントローラ３０において、チャージポンプ３１は図１に示すチャージポン
プ１５と同様に、ノードＤＩＮに入力される受信データＲ－ＤＡＴＡとノードＲＥＦＩＮ
に入力されるラッチクロックＬ－ＣＬＫのＨｉ期間の平均時間を比較し、その比較結果を
出力ノードＯＵＴ／ＸＯＵＴの電圧レベルとして出力する。オペアンプ３２はチャージポ
ンプ３１の出力ノードＯＵＴ／ＸＯＵＴの電圧を受けて、出力ノードＯＵＴの電圧レベル
の方が高いときは“１”を、出力ノードＸＯＵＴの電圧レベルの方が高いときは“０”を
出力する。Ｄフリップフロップ３３は、オペアンプ３２の出力を、クロックジェネレータ
３６によって生成された比較的周波数が低いクロックに従ってラッチする。
【００４８】
　第１および第２のバイナリカウンタ３４，３５は、クロックジェネレータ３６によって
生成されたクロックをカウントする。第１のバイナリカウンタ３４は、Ｄフリップフロッ
プ３３のＱ出力が“１”のときはカウントアップを、“０”のときはカウントダウンを行
う。一方、第２のバイナリカウンタ３５は、Ｄフリップフロップ３３のＮＱ出力が“１”
のとき（Ｑ出力が“０”のとき）はカウントアップを、“０”のとき（Ｑ出力が“１”の
とき）はカウントダウンを行う。
【００４９】
　そして、第１のバイナリカウンタ３４の出力Ｑ１～Ｑ４はデジタル値ＮＡ１～ＮＡ４と
して、第２のバイナリカウンタ３５の出力Ｑ１～Ｑ４はデジタル値ＮＢ１～ＮＢ４として
、それぞれデータ調整バッファ２４に送られる。
【００５０】
　図８に示すように、データ調整バッファ２４では、デジタル値ＮＡ１～ＮＡ４はそれぞ
れトランジスタＴａ１～Ｔａ４のゲートに入力され、デジタル値ＮＢ１～ＮＢ４はそれぞ
れトランジスタＴｂ１～Ｔｂ４のゲートに入力される。トランジスタＴａ１～Ｔａ４はそ
れぞれ電流源Ｉａ１～Ｉａ４と直列に接続されており、各電流源Ｉａ１～Ｉａ４の電流量
は１：２：４：８の比率になっている。同様に、トランジスタＴｂ１～Ｔｂ４はそれぞれ
電流源Ｉｂ１～Ｉｂ４と直列に接続されており、各電流源Ｉｂ１～Ｉｂ４の電流量は１：
２：４：８の比率になっている。このような構成によって、出力ノードＯから出力される
受信データＲ－ＤＡＴＡのデューティを、デジタル値ＮＡ１～ＮＡ４，ＮＢ１～ＮＢ４に
よって制御することができる。
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【００５１】
　また、第１および第２のバイナリカウンタ３４，３５は、４入力ＡＮＤゲート３８，３
９によって、いずれか一方のみが動作するようになっており、動作中のバイナリカウンタ
のみがクロックのカウントアップとカウントダウンを行う。これは、データ調整バッファ
２４における調整用トランジスタＴａ１～Ｔａ４，Ｔｂ１～Ｔｂ４が、ＮＡ側とＮＢ側と
で同時にＯＮすることを防ぐためである。
【００５２】
　なお、クロックジェネレータ３６の動作周波数は、チャージポンプ３１が有するキャパ
シタの容量や、フィードバックループのバンド幅を考慮して、適切に設定する必要がある
。
【００５３】
　図９は図６におけるコントローラの他の構成例を示す図である。図９に示すコントロー
ラ３０Ａは、第１のチャージポンプ３１の他に、受信データＲ－ＤＡＴＡとラッチクロッ
クＬ－ＣＬＫのＬｏ期間の平均時間を比較する第２のチャージポンプ４１を備えている。
すなわち、第２のチャージポンプ４１はノードＤＩＮに受信データＲ－ＤＡＴＡの反転信
号を受けるとともに、ノードＲＥＦＩＮにラッチクロックＬ－ＣＬＫの反転信号を受ける
。オペアンプ４２はチャージポンプ４１の出力ノードＯＵＴ／ＸＯＵＴの電圧を受けて、
出力ノードＯＵＴの電圧レベルの方が高いときは“１”を、出力ノードＸＯＵＴの電圧レ
ベルの方が高いときは“０”を出力する。
【００５４】
　第１のチャージポンプ３１およびオペアンプ３２によって第１の比較部４が構成されて
おり、第２のチャージポンプ４１およびオペアンプ４２によって第２の比較部５が構成さ
れている。すなわち、第１および第２の比較部４，５によって、受信データＲ－ＤＡＴＡ
と参照信号としてのラッチクロックＬ－ＣＬＫとの、Ｈｉ期間およびＬｏ期間の平均時間
の大小関係がそれぞれ求められる。
【００５５】
　そして、オペアンプ３２，４２の出力はＥＸＮＯＲゲート４４に入力され、その出力は
Ｄフリップフロップ４３のＤ入力に与えられる。Ｄフリップフロップ４３のＱ出力はＯＲ
ゲート４５を介して、第１および第２のバイナリカウンタ３４，３５にＨＯＬＤ信号とし
て与えられる。すなわち、第１および第２の比較部５１，５２によって求められた大小関
係が互いに一致するとき、言い換えると、Ｈｉ期間およびＬｏ期間の両方について、受信
データＲ－ＤＡＴＡの方がラッチクロックＬ－ＣＬＫよりも長い場合または短い場合は、
第１および第２のバイナリカウンタ３４，３５はホールドし、判断が停止される。
【００５６】
　すなわち、Ｈｉ期間およびＬｏ期間の両方について、受信データＲ－ＤＡＴＡの方がラ
ッチクロックＬ－ＣＬＫよりも長いまたは短いということは、入力データとクロックの周
波数が異なっているものと考えられる。このような場合は、データ幅（デューティ）の補
正は必要でないので、バイナリカウンタ３４，３５の動作をホールドして、データ幅の調
整を行わないようにするのが好ましい。
【００５７】
　このような現象は、例えば、ケーブルや光ファイバ等の伝送線路に低周波のジッタが乗
ったときに、データ幅が全体的に徐々に広狭するような場合に起こり得る。この場合はＣ
ＲＵ１２が、クロックの周波数をその広狭する入力データに合致するよう調整するが、こ
の周波数調整時にデータ幅の補正を行うと、データのエッジを変化させることになり、好
ましくない。このような趣旨から、バイナリカウンタ３４，３５をホールドして、判断を
停止するのである。
【００５８】
　なお、本実施形態では、判断のための参照信号としてラッチクロックＬ－ＣＬＫを用い
るものとしたが、第２の実施形態と同様に、ラッチデータＬ－ＤＡＴＡを参照信号として
用いてもかまわない。
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【００５９】
【発明の効果】
　以上のように本発明によると、たとえ入力データのクロスポイントがずれている場合で
あっても、受信データのデータ幅を補正して理想形に近づけることが可能となる。このた
め、受信データをラッチする場合に、データ幅は理論的に最大値まで広がることになる。
したがって、ラッチクロックのジッタトレランスを向上させることができ、入力データに
低周波のジッタ等が乗った場合でも、追随性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態に係るデータ幅補正装置の構成図である。
【図２】　（ａ）は図１におけるデータ調整バッファの回路構成例、（ｂ）は図１におけ
るチャージポンプの回路構成例である。
【図３】　図１のデータ幅補正回路の動作の時間経過を概念的に示す図である。
【図４】　本発明の第２の実施形態に係るデータ幅補正装置の構成を示す図である。
【図５】　本発明の第２の実施形態に係る各信号の時間変化を示すタイミングチャートで
ある。
【図６】　本発明の第３の実施形態に係るデータ幅補正装置の構成を示す図である。
【図７】　図６におけるコントローラの構成を示す図である。
【図８】　図６におけるデータ調整バッファの回路構成を示す図である。
【図９】　図６におけるコントローラの他の構成例を示す図である。
【図１０】　従来例の構成を示すブロック図である。
【図１１】　デューティずれを示す図である。
【図１２】　クロスポイントがずれた入力データの例を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
１，２，３　データ幅補正装置
４　第１の比較部
５　第２の比較部
１１　レシーバ
１２　クロックリカバリユニット（ＣＲＵ）
１３　クロックバッファ
１４　データ調整バッファ（調整回路）
１５　チャージポンプ（判断回路）
１７　遷移検出回路
１８　周波数検知回路
２４　データ調整バッファ（調整回路）
３０，３０Ａ　コントローラ（判断回路）
３１，４１　チャージポンプ
３２，４２　オペアンプ
ＲＤ／ＸＲＤ　入力データ（差動信号）
Ｒ－ＤＡＴＡ　受信データ
Ｌ－ＣＬＫ　ラッチクロック（クロック信号、参照信号）
Ｌ－ＤＡＴＡ　ラッチデータ（ラッチ信号、参照信号）

10

20

30

40

(10) JP 3689645 B2 2005.8.31



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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